
横浜市が実施する相談支援従事者初任者研修の日程が決まりましたので、お知らせします。 

本研修は、演習（４～６日目）を２つの日程に分けて実施します。日ごとにコースを選択するの

ではなく、３日間まとめていずれか一つのコースを選択していただきます。（いずれのコースも、

研修内容は同じです。） 

なお、受講者募集は６月末から７月中旬に行いますので、後日「障害福祉情報サービスかながわ」

に掲載する実施要項等を確認のうえ、お申し込みください。 
 

【研修日程】 

 １コース ２コース 

１日目 平成 26 年８月 22 日（金） 

２日目 平成 26 年８月 27 日（水） 

３日目 平成 26 年９月３日（水） 

４日目 平成 26 年９月 18 日（木） 平成 26 年９月 26 日（金） 

５日目 平成 26 年 10 月６日（月） 平成 26 年 11 月 11 日（火） 

６日目 平成 26 年 10 月 27 日（月） 平成 26 年 11 月 26 日（水） 

  ※ 時間は、各日概ね午前９時 30 分～午後５時 30 分までの予定ですが、カリキュラムによって

前後することがあります。ご了承ください。 
 

【定 員】 

  各コース 100 名  計 200 名 
 ※ 申込時に希望日程を伺いますが、希望人数に偏りがある場合は、調整させていただくことが

あります。ご了承ください。 
 

【その他】 

・ この研修は、計画相談支援を実施する相談支援専門員になるために必要となる要件の一つです。

相談支援専門員になるためには、本研修の修了と従事する業務内容により規定されている実務経

験年数を満たす必要があります。 
・ この研修は、市内に所在する事業所に所属する相談員等を対象に実施します。事業所が市外に

所在する場合は、本研修の受講はできません。 
  ・ この研修は、全日程の参加をもって修了となります。遅刻、早退や欠席は認められておりませ

ん。また、遅刻、早退や欠席に対する補講等もありませんので、ご注意ください。 
  ・ 申込者数が定員を超える場合は、相談支援専門員の実務経験年数を既に満たしており、年度内

に指定事業所として申請や開設を予定している事業所に所属する方の受講を優先します。 
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